
　

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴

い
、
所
得
の
低
い
方
々
へ
の
影
響

を
緩
和
す
る
た
め
に
、
平
成
27
年

度
も
臨
時
的
な
措
置
と
し
て「
臨

時
福
祉
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。

　

基
準
日
、
平
成
27
年
１
月
１
日

に
八
雲
町
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
受
付
期
間
】

　

原
則
３
か
月
間

（
９
月
28
日（
月
）〜

　
　
　
　

12
月
28
日（
月
））

【
申
請
方
法
】　

①
郵
送
で
の
申
請
：

　

申
請
書
等
の
送
付
の
際
に
返
信

用
封
筒
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

②
窓
口
で
の
申
請
：

　

役
場
住
民
生
活
課（
窓
口
５
番
）、

落
部
支
所
、
熊
石
総
合
支
所
住
民

サ
ー
ビ
ス
課
、
熊
石
相
沼
泊
川
出

張
所

※
窓
口
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
、
待

　

ち
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り

　

ま
す
の
で
、
郵
送
で
の
申
請
に

　

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

【
提
出
書
類
】

①
申
請
書（
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　

押
印
ま
た
は
署
名
し
て
く
だ
さ

　

い
）

②
本
人
確
認
の
書
類（
運
転
免
許

　

証
や
健
康
保
険
証
等
の
写
し
、

　

支
給
対
象
者
全
員
の
分
が
必
要
）

③
受
け
取
り
口
座
が
確
認
で
き
る

　

書
類（
通
帳
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ

　

カ
ー
ド
の
写
し
）

※
平
成
26
年
度
の
受
け
取
り
口
座

　

と
同
じ
口
座
を
希
望
す
る
場
合

　

は
省
略
で
き
ま
す
。

【
支
給
方
法
】　

　

支
給
要
件
を
満
た
し
た
方
は
、

決
定
通
知
書
に
よ
り
指
定
口
座
へ

振
り
込
み
ま
す
。
口
座
の
な
い
方

は
現
金
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

（
申
請
後
、
概
ね
１
ヶ
月
後
に
振

込
・
支
給
と
な
り
ま
す
）

【
そ
の
他
】

・
代
理
に
よ
る
申
請
な
ど
、
詳
し

　

い
こ
と
は
町
か
ら
送
付
す
る
申

　

請
書
に
同
封
の「
お
し
ら
せ
書

　

類
」に
よ
り
、
ご
確
認
く
だ
さ

　

い
。

・
基
準
日
に
お
い
て
、
八
雲
町
以

　

外
に
住
民
登
録
を
さ
れ
て
い
た

　

方
は
、
基
準
日
に
住
民
登
録
の

　

あ
っ
た
市
町
村
へ
お
問
い
合
わ

　

せ
く
だ
さ
い
。

★
給
付
を
よ
そ
お
っ
た「
振
り
込

　

み
詐
欺
」や「
個
人
情
報
の
不

　

正
取
得
」に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★
町
や
国
の
職
員
な
ど
が
A
T
M

　
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現

　

金
自
動
支
払
機
）の
操
作
を
お

　

願
い
す
る
こ
と
や
、
手
数
料
の

　

振
込
を
求
め
る
こ
と
等
は
絶
対

　

に
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
社
会
係

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
手
続
き
の
ご
案
内

平成27年度分市町村民税（均等割）が課税されない方が対象です。
※ただし、次の方は対象外です。
①市町村民税（均等割）が課税されている方の扶養となっている場合
②生活保護制度の被保険者等

支給対象者

支　給　額

申　請　書

・給付対象者一人につき　6,000円
※平成27年度は、加算はありません。

９月25日頃に対象と見込まれる方へ「町民税が課税されていない
お知らせ」とともに申請書等を送付します。

交
通
事
故
な
ど
が
原
因
で

　
　
　

病
院
に
か
か
る
と
き
は
第三者
行為に
ついて

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
他
人（
第
三
者
）の
行
為
に
よ
っ
て
ケ

ガ
を
し
た
場
合
で
も
、国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
を
使
っ
て

病
院
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。交
通
事
故
等
に
あ
っ
た
ら
、小
さ

な
事
で
も
必
ず
、警
察
に
届
け
出
る
と
同
時
に
、国
保
担
当
に
も
連
絡

を
し
て
く
だ
さ
い
。単
独
の
交
通
事
故
な
ど
相
手
の
い
な
い
ケ
ガ
の
場

合
も
同
様
で
す
。

　

ま
た
、事
故
の
際
、相
手
の
身
元
を
確
認
し
な
い
と
、後
か
ら
思
わ
ぬ

後
遺
症
や
障
が
い
が
発
生
し
て
も
損
害
賠
償
の
請
求
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。必
ず
、身
元
の
確
認
を
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

【
医
療
費
は
相
手
が
負
担
】

　

交
通
事
故
な
ど
他
人
の
行
為
に
よ
り
ケ
ガ
を
し
た
場
合
、そ
の
医

療
費
は
、自
分
に
過
失
の
な
い
限
り
、原
則
、相
手
が
全
額
負
担
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す（
実
際
に
は
相
手
の
加
入
し
て
い
る
損
害
保
険

会
社
）。そ
の
た
め
、国
保
が
保
険
給
付
し
た
費
用
を
加
害
者
に
対
し

て
請
求
す
る
際
に「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、速
や
か
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、交
通
事
故
で
も
仕
事
中
の
ケ
ガ（
通
勤
途
中
を
含
む
）の
場

合
に
は
、労
災
保
険
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、保
険
証
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。こ
の
場
合
は
、職
場
の
担
当
者
へ
連
絡
し
、指
示
に
従
っ
て

病
院
に
か
か
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
注
意
！
示
談
は
慎
重
に
】

　

示
談
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、相
手
に
対
し
て
、今
後
、一
切
の
損
害

賠
償
請
求
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。示
談
を
し
て
し
ま
っ
た

ら
、そ
の
後
に
当
該
事
故
に
よ
る
治
療
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
給
付
額（
７
〜
９
割
）は
、相
手
で

は
な
く
、本
人
に
請
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
願
い

ま
す
。示
談
を
結
ぶ
前
に
は
、一
度
、国
保
担
当
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
連
絡
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係（
窓
口
4
番
）

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課
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